
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 10月 13日、最高裁判所第３小法廷にて、大

阪医科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決が

言い渡されました。 

★ 大阪医科大学事件 地位確認等請求事件） 

本件大学の教室事務員である正職員に対して、賞与を

支給する一方で、アルバイト職員である第１審原告に

対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労

働契約法 20条にいう不合理と認められるものに当た

らないと解するのが相当」として、原告の請求を退け

ました。 

★ メトロコマース事件 損害賠償等請求事件 

売店業務に従事する正社員に対して、退職金を支給す

る一方で、契約社員Ｂである第１審原告らに対してこ

れを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法

20条にいう不合理と認められるものに当たらないと

解するのが相当である」として、原告の請求を退けま

した。 

 

10月 15日、最高裁判所第一小法廷にて、日本郵便事

件の最高裁判決が言い渡されました。  

★ 日本郵便事件とは、次の３つの事件を指します。 

（１）令和元年 地位確認等請求事件 

（２）令和元年 地位確認等請求事件 

（３）平成 30年 未払時間外手当金等請求控訴、 

同附帯控訴事件 

判決では、郵便の業務を担当する正社員と時給制契約

社員との労働条件の相違について、次のように示され

ています。 

【年末年始勤務手当】 

郵便の業務を担当する正社員に対して年末年始勤務

手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを

支給しないという労働条件の相違は、労働契約法 20

条にいう不合理と認められるものに当たると解する 

 

 

 

 

 

 

 

のが相当である。（（１）より） 

【年始期間の勤務に対する祝日給】 

郵便の業務を担当する正社員に対して年始期間の勤

務に対する祝日給を支給する一方で、本件契約社員に

対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないと

いう労働条件の相違は、労働契約法 20条にいう不合

理と認められるものに当たると解するのが相当であ

る。（（１）より） 

【扶養手当】 

郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支

給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しな

いという労働条件の相違は、労働契約法 20条にいう

不合理と認められるものに当たると解するのが相当

である。（（１）より） 

【病気休暇】 

私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する

正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、

同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休

暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、

労働契約法 20条にいう不合理と認められるものに当

たると解するのが相当である。（（２）より） 

【夏期冬期休暇】 

郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇

を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社

員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件

の相違は、労働契約法 20条にいう不合理と認められ

るものに当たると解するのが相当である。（（３）より） 
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同一労働同一賃金関連の判決について！ 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 


